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担当課等
契約課

工事所管部（所）

契約課

契約課

契約課

工事所管課

契約課

入札参加者

契約課

契約課

入札参加者

契約課

契約課

入札参加者

契約管理部

契約課

工事所管課

工事所管課

　　　 必要に応じて実施 工事検査課

契約の締結

技術資料の履行について
随時確認

工事成績評定

① 特別簡易型における標準的な手順（一般競争入札・資格事後審査の例）

総合評価方式による
第一順位者の決定

総合評価方式による
落札者の決定・通知

評価項目、評価基準
の設定・改正等

学識経験者からの意見聴取
※特別簡易型は原則省略する。

自己採点申請書の提出・入札
開札・評価値の算出

技術資料の提出
評価値の確定

落札候補者決定
入札参加資格等確認資料提

請負業者審査選定委員会
（公告内容及び

入札参加資格の決定）

告示・入札説明書配布
設計図書・仕様書配布

入札参加申請
（受理・通知）

総合評価審査委員会
（対象工事の選定）

（合議を以て会議開催に代替可能）

見積開始

２日１６～２６日

標準日数
（日数には、閉庁日（土曜日、日曜日、

祝日、年末年始）を含まない。）

６～１６日

１日

決定通知

決定

提出締切

４日

提出締切

決定

３日

技術資料を

確認した結果、

第一順位者が

変更になる

場合

入札参加条件

を満たしていな

い場合
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担当課等

工事所管部（所）

工事所管課

工事所管部（所）

契約課

契約課

契約課

工事所管課

契約課

入札参加者

契約課

契約課

契約課

入札参加者

契約課

契約課

入札参加者

契約管理部

契約課

工事所管課

工事所管課

　　　 必要に応じて実施 工事検査課

総合評価審査委員会
（対象工事の選定）

（合議を以て会議開催に代替可能）

① 特別簡易型における標準的な手順（一般競争入札・資格事後審査の例）

総合評価方式による
第一順位者の決定

総合評価方式による
落札者の決定・通知

評価項目、評価基準等（案）
の作成

学識経験者からの意見聴取

総合評価審査委員会
(評価項目、評価基準等審査)

自己採点申請書の提出・入札
開札・評価値の算出

技術資料の提出
評価値の確定

落札候補者決定
入札参加資格等確認資料提

請負業者審査選定委員会
（公告内容及び

入札参加資格の決定）

告示・入札説明書配布
設計図書・仕様書配布

入札参加申請
（受理・通知）

学識経験者からの意見聴取
（請負業者審査選定委員会前の意見聴取
時、学識経験者から「意見聴取の必要が

ある」と判断された場合に行う。）

契約の締結

技術資料の履行について
随時確認

工事成績評定

見積開始

２～５日
（意見聴取の有無

に応じて決定）

１６～２９日

標準日数
（日数には、閉庁日（土曜日、日曜日、

祝日、年末年始）を含まない。）

６～１６日

１日

決定通知

決定

提出締切

４日

提出締切

決定

３日

評価項目や評価

基準を再考する

必要がある内容

の意見があった

場合

評価値や第一

順位者の決定

等に関して再考

の必要がある内

容の意見があっ

た場合

技術資料を

確認した結果、

第一順位者が

変更になる

場合

入札参加条件

を満たしていな

い場合

（参照）
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４ 技術資料の提出 

 

（１）提出方法 

技術資料の提出方法は次のとおりとする。 

① 特別簡易型（自己採点方式）の場合 

  入札時 

自己採点申請書を埼玉県電子入札共同システムで提出 

  開札後（第一順位者のみ） 

  第一順位者に決定したとき 

メール又はファイル転送サービス、ＣＤ－Ｒで提出 

  提出した技術資料に不備があったとき 

メール又はファイル転送サービスで提出  

  < 注意事項 > 

・入札時に「入札書」、「入札金額見積内訳書」とともに「自己採点申

請書（Ｅｘｃｅｌファイル）」が受付期間内に提出されない場合、入

札は無効として取り扱う。 

・ＣＤ－Ｒで提出する際は、契約課へ直接持参すること。 

・メールの添付ファイル容量は１通あたり１０ＭＢ未満とすること。

１０ＭＢを超える場合は２通に分けたり、ファイル転送サービスを

使用するなどして確実に提出できるように注意すること。 

・本市のセキュリティ対策により、メール受信に時間がかかったり、

受信できない場合があるため、締切時間までに確実に提出できるよ

う余裕を持って提出すること。 

・メール（ファイル転送サービスを含む。）送信後は、技術資料等の受

付期間内（最終日の 15時まで）に、必ず提出先の契約課工事契約第

２係に電話連絡をすること。期限までに技術資料の提出がなかった

場合は入札を無効とする。 
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４ 技術資料の提出 

 

（１）提出方法 

技術資料の提出方法は次のとおりとする。 

① 特別簡易型（自己採点方式）の場合 

  入札時 

自己採点申請書を埼玉県電子入札共同システムで提出 

  開札後（第一順位者のみ） 

  第一順位者に決定したとき 

ＣＤ－Ｒ又はファイル転送サービス（ｐ１８を参照）で提出 

  提出した技術資料に不備があったとき 

メール又はファイル転送サービスで提出  

  < 注意事項 > 

・入札時に「入札書」、「入札金額見積内訳書」とともに「自己採点申

請書（Ｅｘｃｅｌファイル）」が受付期間内に提出されない場合、入

札は無効として取り扱う。 

・ＣＤ－Ｒで提出する際は、契約課へ直接持参すること。 

・提出した技術資料に不備があったときに、容量が大きいデータを送

信する場合は、ファイル転送サービスを利用すること。 

・メールの受信容量は１通あたり１０ＭＢまで。ただし、本市のセキ

ュリティ対策により、受信に時間がかかる場合やメールが届かない

ことがあるため、締切時間までに確実に提出できるよう注意するこ

と。 

・メール（ファイル転送サービスを含む。）送信後は、技術資料等の受

付期間内（最終日の 15 時まで）に、必ず提出先の契約課工事契約第

２係に電話連絡をすること。 

 

② 簡易型、技術提案型（発注者採点方式）の場合 

  入札参加資格確認後 

ＣＤ－Ｒ又はファイル転送サービスで提出 
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② 簡易型、技術提案型（発注者採点方式）の場合 

  入札参加資格確認後 

メール又はファイル転送サービス、ＣＤ－Ｒで提出 

  提出した技術資料に不備があったとき 

メール又はファイル転送サービスで提出  

< 注意事項 > 

・ＣＤ－Ｒで提出する際は、契約課へ直接持参すること。 

・メールの添付ファイル容量は１通あたり１０ＭＢ未満とすること。

１０ＭＢを超える場合は２通に分けたり、ファイル転送サービスを

使用するなどして確実に提出できるように注意すること。 

・本市のセキュリティ対策により、メール受信に時間がかかったり、

受信できない場合があるため、締切時間までに確実に提出できるよ

う余裕をもって提出すること。 

・メール（ファイル転送サービスを含む。）送信後は、技術資料等の

受付期間内（最終日の 15 時まで）に、必ず提出先の契約課工事契

約第２係に電話連絡をすること。期限までに技術資料の提出がなか

った場合は入札を無効とする。 

 

（２）提出先 

さいたま市 財政局 契約管理部 契約課 工事契約第２係 

メールアドレス keiyaku@city.saitama.lg.jp 

連絡先 ０４８－８２９－１８９８（直通） 

 

（３）提出書類 

① 全ての技術資料（特別簡易型の場合、自己採点申請書を含む。）を１

つのＰＤＦファイルに変換して提出すること。作成方法については、

「さいたま市総合評価方式 入札に関する書類作成の手引き（入札参

加者用）」（以下「入札に関する書類作成の手引き」と称する。）を参

照すること。 

(https://www.city.saitama.jp/005/001/017/003/p013455.html) 

② 「施工計画の適切性」、「技術提案」、「技術提案を実現するための施工

計画」については、ＰＤＦファイルとは別に、Ｅｘｃｅｌファイルを

提出すること。（特別簡易型は対象外） 
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  提出した技術資料に不備があったとき 

メール又はファイル転送サービスで提出  

< 注意事項 > 

・ＣＤ－Ｒで提出する際は、契約課へ直接持参すること。 

・提出した技術資料に不備があったときに容量が大きいデータを送 

信する場合は、ファイル転送サービスを利用すること。 

・メールの受信容量は１通あたり１０ＭＢまで。ただし、本市のセキ

ュリティ対策により、受信に時間がかかる場合やメールが届かない

ことがあるため、締切時間までに確実に提出できるよう注意するこ

と。 

・メール（ファイル転送サービスを含む。）送信後は、技術資料等の

受付期間内（最終日の 15 時まで）に、必ず提出先の契約課工事契

約第２係に電話連絡をすること。 

 

（２）提出先 

さいたま市 財政局 契約管理部 契約課 工事契約第２係 

メールアドレス keiyaku@city.saitama.lg.jp 

連絡先 ０４８－８２９－１８９８（直通） 

 

（３）提出書類 

① 全ての技術資料（特別簡易型の場合、自己採点申請書を含む。）を１

つのＰＤＦファイルに変換して提出すること。作成方法については、

「さいたま市総合評価方式 入札に関する書類作成の手引き（入札参

加者用）」（以下「入札に関する書類作成の手引き」と称する。）を参

照すること。 

(https://www.city.saitama.jp/005/001/017/003/p013455.html) 

② 「施工計画の適切性」、「技術提案」、「技術提案を実現するための施工

計画」については、ＰＤＦファイルとは別に、Ｅｘｃｅｌファイルを

提出すること。（特別簡易型は対象外） 

< 注意事項 > 

・全ての案件について、全ての技術資料を提出すること（次ページの

「定型的な評価項目」も含む。）。 

・変更や新規に追加するものがある場合は、該当するもののみメール

で提出すること。 

9

mailto:keiyaku@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/003/p013455.html
mailto:keiyaku@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/003/p013455.html


  

< 注意事項 > 

・全ての案件について、全ての技術資料を提出すること（次ページの

「定型的な評価項目」も含む。）。 

・変更や新規に追加するものがある場合は、該当するもののみメール

で提出すること。 

 

 

定型的な評価項目 

  特定共同企業体での受注実績一覧表（様式－３） 

  さいたま市優秀建設工事業者表彰（様式－４） 

  ＩＳＯ認証の取得（様式－５） 

  障害者の雇用状況（様式－８） 

  次世代育成支援（様式－９） 

  若手技術者の雇用状況（様式－１０） 

  地域の安心・安全への貢献の実績（様式－１２） 

（実績は、過去５年間なので注意すること） 

  ボランティア活動の実績（様式－１３） 

 

（４）書類作成の注意 

① 自己採点申請書 

· 評価基準、配点に基づく自社の申告点を正確に記入すること。なお、

未記入や、配点以外の申告点の記入があった場合には、その項目を

「０点」として扱うこととする。また、「企業倫理や信頼性等」の

項目について未記入があった場合は、評価項目それぞれについて事

実確認を行い、「－２点」として扱う場合がある。 

· 自己採点申請書の記載内容に不備がある場合、入札が無効になる場

合がある。 

② 「施工計画の適切性」、「技術提案」、「技術提案を実現するための施工

計画」について 

· 提案資料の記述文字のサイズは１１ｐｔとする。ただし、写真等添

付書類の文字のフォント及びサイズは、この限りでない。 

· 簡易型における「施工計画の適切性」の提案資料は、必須評価項目

と選択評価項目を合わせてＡ４版３枚以内（参考資料及び写真等添

付書類を含む。）とする。 

· 技術提案型における「技術提案」の提案資料は、Ａ４版１枚以内（工

程表は除く。）とし、「技術提案を実現するための施工計画」の提案
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定型的な評価項目 

  特定共同企業体での受注実績一覧表（様式－３） 

  さいたま市優秀建設工事業者表彰（様式－４） 

  ＩＳＯ認証の取得（様式－５） 

  障害者の雇用状況（様式－８） 

  次世代育成支援（様式－９） 

  若手技術者の雇用状況（様式－１０） 

  地域の安心・安全への貢献の実績（様式－１２） 

（実績は、過去５年間なので注意すること） 

  ボランティア活動の実績（様式－１３） 

 

（４）書類作成の注意 

① 自己採点申請書 

· 評価基準、配点に基づく自社の申告点を正確に記入すること。なお、

未記入や、配点以外の申告点の記入があった場合には、その項目を

「０点」として扱うこととする。また、「企業の信頼性について」

は、未記入や配点以外の申告点の記入があった場合には、評価項目

それぞれについて「－２点」として扱うこととする。 

· 自己採点申請書の記載内容に不備がある場合、入札が無効になる場

合がある。 

② 「施工計画の適切性」、「技術提案」、「技術提案を実現するための施工

計画」について 

· 提案資料の記述文字のサイズは１１ｐｔとする。ただし、写真等添

付書類の文字のフォント及びサイズは、この限りでない。 

· 簡易型における「施工計画の適切性」の提案資料は、必須評価項目

と選択評価項目を合わせてＡ４版３枚以内（参考資料及び写真等添

付書類を含む。）とする。 

· 技術提案型における「技術提案」の提案資料は、Ａ４版１枚以内（工

程表は除く。）とし、「技術提案を実現するための施工計画」の提案

資料はＡ４版３枚以内、参考資料は別途Ａ４版又はＡ３版で３枚以

内とする。 

· 規定の枚数を超過した書類は評価対象外とする。 

· 提案内容の記述、写真等添付書類には入札参加者が特定できる情報

（自社の名称、自社が請負った工事が容易に特定できるもの等）は

表示しないよう処理を施すこと。処理の方法については、「入札に

関する書類作成の手引き」を参照すること。 
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確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公

表するものとする。 

なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が 

複数あるにもかかわらず、特定の者だけに改善を求めるなど、特定の者の

みが有利となることのないように行う。 

（３）配点及び評価基準等（簡易型、技術提案型） 

配点については、工事の内容や地域特性等に応じて適宜設定する。こ 

のとき、その評価項目が持つ価値に十分留意し、得られる価値が必要以上

に高価にならないよう設定する。 

評価基準は原則、次の２つの方法とする。 

① 数値方式 

評価項目の性能等の数値により点数を付与する方法。 

 この場合、標準的には、提示された最高の性能等の数値に得点配分

に応じた満点を、最低限の要求要件を満たす性能等の数値に０点を付

与する。また、その他の入札参加者が提示した性能等については、そ

れぞれの性能等の数値に応じ按分した点数を付与する。 

② 判定方式 

 数値化が困難な評価項目の性能（施工計画の適切性）等に点数を付

与する方法。 

この場合、工事の内容により様々な工夫が考えられることから、発

注者の求めた品質確保等に対して、工事ごとに入札参加者の提案を整

理し、工夫の内容に優劣を付け、点数を付与する。 

発注者が求める項目数に応じて点数を配分するが、それを超えた項

目数があった場合は、１項目あたりの点数を按分する。また、提案さ

れた工夫が求める項目数に満たない場合は按分せず、１項目あたり１

点として評価する。 

提案された工夫について個別に評価を行い、評価できる場合に加点

し、全ての工夫が評価された場合は満点とする。また、提案された工

夫の内容によっては、数値を按分して加点する場合もある。 

  

※ 「評価の着目点」と「判定方式による評価の例示」を、次ページに示す。 
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確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公

表するものとする。 

なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が 

複数あるにもかかわらず、特定の者だけに改善を求めるなど、特定の者の

みが有利となることのないように行う。 

（３）配点及び評価基準等（簡易型、技術提案型） 

配点については、工事の内容や地域特性等に応じて適宜設定する。こ 

のとき、その評価項目が持つ価値に十分留意し、得られる価値が必要以上

に高価にならないよう設定する。 

評価基準は原則、次の２つの方法とする。 

① 数値方式 

評価項目の性能等の数値により点数を付与する方法。 

この場合、標準的には、提示された最高の性能等の数値に得点配分

に応じた満点を、最低限の要求要件を満たす性能等の数値に０点を付

与する。また、その他の入札参加者が提示した性能等については、そ

れぞれの性能等の数値に応じ按分した点数を付与する。 

② 判定方式 

 数値化が困難な評価項目の性能（施工計画の適切性）等に点数を付

与する方法。 

この場合、工事の内容により様々な工夫が考えられることから、発

注者の求めた品質確保等に対して、工事ごとに入札参加者の提案を整

理し、工夫の内容に優劣を付け、点数を付与する。 

優劣の付け方として、工夫の項目数により評価する場合は、「一位

満点方式」を採用する。その際の得点は、小数点以下は１位までとし、

２位を切り捨てとする(例示Ａ・Ｂ・Ｃ工事)。なお、入札参加者の中

で優位となっても、発注者が想定した満点に満たない場合は、配点よ

り小さい点を満点とする (例示Ｄ工事)。 

基本的な加点は１項目１点とするが、工夫の内容が優れている場合

は、２点以上の加点(例示Ｃ工事)も可とする。 

また、提案の余地が大きい技術提案型では、０．５点などの中間点

による加点も可とする。  

※ 「評価の着目点」と「判定方式による評価の例示」を、次ページに示す。 
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評価の着目点 

  入札参加者の提案が概ね同様であり、一般的になっている事項と客観的に判断でき

る場合は加点評価しない。 

  共通仕様書・関係法令等を遵守した施工など、標準案と同程度の提案は加点評価し

ない。 

  工夫の内容が具体的に記載され、効果が期待されるもののみ加点評価の対象とする。 

  工夫の数だけを求めるものではないので、注意すること。 

  個別の工事として現場条件等十分反映されているかを適切に評価する。 

  施工計画の記載にあたっては、「必要に応じて～。」、「状況に応じて～。」などの曖

昧な表現については、加点評価しない。 

 

 

 

判定方式による評価の例示（配点５点、要求された項目数５項目の場合） 

 

参加者
提案され
た項目数

評価され
た項目数

点数

ａ 5 5 5.0
ｂ 7 5 3.6
ｃ 5 3 3.0
ｄ 3 3 3.0  

・参加者ａと参加者ｂは評価された項目数は同じ（５項目）だが、提案された項目

数に違いがあるため、参加者ｂの１項目あたりの得点は 5/7 点となる。 

 

・参加者 a と参加者ｃは提案された項目数は同じ（５項目）だが、評価された項目

数が違うため、点数が異なる。 

 

・参加者ｄが提案した項目はすべて評価されたが、５項目の要求に対し３項目しか

提案していないため、参加者ｃと同点となる。 
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評価の着目点 

  入札参加者の提案が概ね同様であり、一般的になっている事項と客観的に判断でき

る場合は加点評価しない。 

  共通仕様書・関係法令等を遵守した施工など、標準案と同程度の提案は加点評価し

ない。 

  工夫の内容が具体的に記載され、効果が期待されるもののみ加点評価の対象とする。 

  工夫の数だけを求めるものではないので、注意すること。 

  個別の工事として現場条件等十分反映されているかを適切に評価する。 

  施工計画の記載にあたっては、「必要に応じて～。」、「状況に応じて～。」などの曖

昧な表現については、加点評価しない。 

 

 

判定方式による評価の例示（配点５点の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ工事、Ｂ工事は、参加者の提案は同様であるが、工夫の数の違いにより、評価点

が異なっている場合。 

Ａ工事：工夫の数が最も多い「7」の参加者 a が満点の 5 点となるため、工夫 1 つ

あたりの得点は 5/7 点となる。 

（参加者 b：3×5/7≒2.1、参加者 c：4×5/7≒2.8、参加者 d：5×5/7≒3.5） 

Ｂ工事：工夫の数が最も多い「8」の参加者 e が満点の 5 点となるため、工夫 1 つ

あたりの得点は 5/8 点となる。 

（参加者 a：7×5/8≒4.3、参加者 b：3×5/8≒1.8、参加者 c：4×5/8≒2.5、 

参加者 d：5×5/8≒3.1、参加者 f：2×5/8≒1.2、参加者 g：1×5/8≒0.6） 

Ｃ工事は、２者（参加者 b、g）に優れた提案が含まれていた場合。見なし計算後に、

Ａ工事、Ｂ工事の例と同様に一位満点方式を適用し評価点を算出する。 

 

 

Ｄ工事は、提案された工夫の数が少なく、発注者の想定した

満点を満たしていないため、配点は５点満点であるが、参加

者 a の３点を満点として評価した場合。 

 

参加者 工夫の数 評価点

a 7 5.0
b 3 2.1
c 4 2.8
d 5 3.5

参加者 工夫の数 評価点

a 7 4.3
b 3 1.8
c 4 2.5
d 5 3.1
e 8 5.0
f 2 1.2
g 1 0.6

参加者 工夫の数
優れた提案が
あった場合の
見なし計算

評価点

a 7 7 4.3
b 3 4 2.5
c 4 4 2.5
d 5 5 3.1
e 8 8 5.0
f 2 2 1.2
g 1 2 1.2

Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事 

参加者 工夫の数 評価点
a 3 3.0
b 2 2.0
c 1 1.0

Ｄ工事 

評価点が最大 

見なし計算あり 
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直近２工事 

公告日から起算して過去５年間に、元請けの主任（監理）技術者、現場代理

人として工事完成時点に従事していた工事の中から、最新２工事までを対象

とする。 

 

業種別 

建設業法に定められた、建設業許可の区分（２９業種） 

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞ

ﾛｯｸ、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装

仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、

消防施設、清掃施設、解体 の各工事業 

 

特定ＪＶ 

特定共同企業体をいう。 

 

法定雇用率 

民間企業及び国・地方公共団体等は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」

によりそれぞれ次に掲げる割合（障害者雇用率）以上の身体障害者又は知的

障害者を雇用しなければならないこととされている。 

民間企業の法定雇用率：２．５％※ 

※（令和８年６月まで。令和８年７月以降は２．７％） 

 

公告 

さいたま市が発注する建設工事の総合評価方式一般競争入札の公告 

 

ファイル転送サービス 

  電子データの受け渡しを行うサービス。さいたま市からメールにより通知さ

れるＵＲＬにアクセスし、技術資料等データのアップロードを行う。 

 

※ 総合評価方式指名競争入札による準用 

指名競争入札により総合評価方式の建設工事を発注する場合は、「一般競争入

札」とあるのは「指名競争入札」と、「公告」とあるのは「指名通知」と読み

替えるものとする。 
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 直近２工事 

公告日から起算して過去５年間に、元請けの主任（監理）技術者、現場代理

人として工事完成時点に従事していた工事の中から、最新２工事までを対象

とする。 

 

業種別 

建設業法に定められた、建設業許可の区分（２９業種） 

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞ

ﾛｯｸ、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装

仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、

消防施設、清掃施設、解体 の各工事業 

 

特定ＪＶ 

特定共同企業体をいう。 

 

法定雇用率 

民間企業及び国・地方公共団体等は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」

によりそれぞれ次に掲げる割合（障害者雇用率）以上の身体障害者又は知的

障害者を雇用しなければならないこととされている。 

民間企業の法定雇用率：２．３％ 

 

公告 

さいたま市が発注する建設工事の総合評価方式一般競争入札の公告 

 

ファイル転送サービス 

  電子データの受け渡しを行うサービス。さいたま市からメールにより通知さ

れるＵＲＬにアクセスし、技術資料等データのアップロードを行う。 

 

※ 総合評価方式指名競争入札による準用 

指名競争入札により総合評価方式の建設工事を発注する場合は、「一般競争入

札」とあるのは「指名競争入札」と、「公告」とあるのは「指名通知」と読み

替えるものとする。 
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工 事 名：

工事場所：

特別

簡易型
簡易型

技術

提案型 評　価　項　目
特別簡易型

の配点
特別

簡易型

簡易型、
技術提案型

の配点
簡易型 技術提案型

発注者が指定した
施工上の課題への的確性

5.0 ◎

工程管理の適切性 3.0

品質管理の適切性 3.0

安全管理の適切性 3.0

施工上配慮すべき事項の適切性 5.0

施工実績 2.0 ◎ ◎

工事成績評定(業種別※１） 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

さいたま市優秀建設工事業者表彰
(業種別※１）

1.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

ＩＳＯ認証の取得 1.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

保有資格 1.0 ◎ 1.0 ◎ ◎

施工経験 2.0 ◎ ◎

工事成績評定(業種別※１） 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

継続教育(ＣＰＤ)の取組み状況 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

若手技術者の配置 2.0 ◎

工事成績評定（直近）(業種別※１） 2.0 選択 選択

専門性を要する資格 2.0 選択 選択

専門技術力 2.0 選択 選択

当該工事の理解度・取り組み姿勢 2.0 選択 選択

対応能力 2.0 選択 選択

労働福祉の状況 2.0 ◎ ◎

次世代育成支援 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

若手技術者の雇用状況 2.0 ◎ 1.0 選択 選択

週休２日確保の状況 ・建設機械保有・
 ＣＣＵＳ登録状況

2.0 ◎

ＣＣＵＳの活用状況 1.0 ◎ 1.0 選択 選択

地理的条件 2.0 選択 選択

地域の安心・安全への貢献の実績 2.0 ◎ 2.0 選択 選択

建設機械の保有状況 1.0 ◎

ボランティア活動の実績 2.0 選択 選択

手持ち工事量 （業種別※１） 2.0 ◎

④ ⑤ ④
企業の信頼性
（複数該当時はその配点を累加）

-6.0 ◎ -6.0 ◎ ◎

市内下請け 1.0 ◎ 1.0 選択 選択

材料調達（材料等示す ） 1.0 選択 1.0 選択 選択

－ － ⑤ 6.0 ◎

－ － ⑥ 12.0 ◎

(必須項目) (24.0) (必須項目) (27.0) (37.0)

20.0 30.0 40.0

※１ 告示に記載の参加資格における名簿登載業種と同じ業種とする。 ◎は必須評価項目

評価内容を修正するもの。
評価項目を改訂・追加するもの。

赤字： 評価項目（表示）を改訂するもの。

技術提案を実現するための施工計画　（技術提案型）

配点合計

加算点上限

企業倫理や信頼性等

技術提案　（技術提案型）

④ ③

企業の社会性や地域
で安心・安全な工事
を実施する能力

評価項目の対象及び評価点の配点表

○○○○○○○工事

さいたま市○○区○○○地内

項　　　目

① －
施工計画の適切性
(簡易型） ◎

(1項目
選択)

② ① 企業の技術能力

②

配置予定技術者の
技術能力

ヒアリング

－

①

② ③

⑤ ⑥ ⑦ その他

③
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工 事 名：

工事場所：

特別
簡易型

簡易型
技術

提案型 評　価　項　目
特別簡易型

の配点
特別

簡易型

簡易型、
技術提案型

の配点
簡易型 技術提案型

発注者が指定した
施工上の課題への的確性

5.0 ◎

工程管理の適切性 3.0

品質管理の適切性 3.0

安全管理の適切性 3.0

施工上配慮すべき事項の適切性 5.0

施工実績 2.0 ◎ ◎

工事成績評定(業種別※１） 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

さいたま市優秀建設工事業者表彰
(業種別※１）

1.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

ＩＳＯ認証の取得 1.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

保有資格 1.0 ◎ 1.0 ◎ ◎

施工経験 2.0 ◎ ◎

工事成績評定(業種別※１） 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

継続教育(ＣＰＤ)の取組み状況 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

若手技術者の配置 2.0 ◎

工事成績評定（直近）(業種別※１） 2.0 選択 選択

専門性を要する資格 2.0 選択 選択

専門技術力 2.0 選択 選択

当該工事の理解度・取り組み姿勢 2.0 選択 選択

対応能力 2.0 選択 選択

労働福祉の状況 2.0 ◎ ◎

次世代育成支援 2.0 ◎ 2.0 ◎ ◎

若手技術者の雇用状況 2.0 ◎ 1.0 選択 選択

週休２日確保・建設機械保有・
ＣＣＵＳ登録状況

2.0 ◎

地理的条件 2.0 選択 選択

地域の安心・安全への貢献の実績 2.0 ◎ 2.0 選択 選択

ボランティア活動の実績 2.0 選択 選択

手持ち工事量（業種別※１） 2.0 ◎

④ ⑤ ④
企業の信頼性
（複数該当時はその配点を累加）

-6.0 ◎ -6.0 ◎ ◎

市内下請け 1.0 ◎ 1.0 選択 選択

材料調達（材料等示す ） 1.0 選択 1.0 選択 選択

－ － ⑤ 6.0 ◎

－ － ⑥ 12.0 ◎

(必須項目) (22.0) (必須項目) (27.0) (37.0)

20.0 30.0 40.0

※１ 告示に記載の参加資格における名簿登載業種と同じ業種とする。 ◎は必須評価項目

技術提案を実現するための施工計画　（技術提案型）

配点合計

加算点上限

企業倫理や信頼性等

⑥ ⑦ その他

技術提案　（技術提案型）

④ ③

企業の社会性や地域
で安心・安全な工事
を実施する能力

⑤

評価項目の対象及び評価点の配点表

○○○○○○○工事

さいたま市○○区○○○地内

項　　　目

① －
施工計画の適切性
(簡易型） ◎

(1項目
選択)

② ① 企業の技術能力

－

①

②

③

③ ②

配置予定技術者の
技術能力

ヒアリング

19



必須評価項目
評価項目 配点 得点

2.0

1.0

0.0

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

0.0

契約件数が１件

/ 1.0

/ 2.0

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項に基づく一般事業
主行動計画の届出がある。

手持ち工事量
 （業種別）
（※６）

/ 2.0

契約件数が２件以上

週休２日確保の状況
（※２）

過去１年以内に「週単位の４週８休」を確保している。

過去１年以内に「月単位の４週８休相当」を確保している。

過去１年以内に「通期での４週８休相当」を確保している若
しくは週休２日の達成状況がない

/ 1.0

/ 2.0

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災
害時協力活動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性の
ある災害時協力活動の実績がある。

実績等がない。

③　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

若手技術者の雇用
状況（※１）

/ 2.0

次世代育成支援 / 2.0

評価基準

くるみん及びプラチナくるみんの認定若しくは埼玉県多様な
働き方実践企業の認定を受けている。

法第１２条第１項に基づく届出がない。

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれ
かの資格を保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ
月以上雇用している。

上記の技術者を雇用していない。

公告日時点で、当該年度に公告されたさいたま市発注の総合
評価方式を適用する工事の契約件数が無い

ＣＣＵＳの活用状況
（※３）

公告日時点で建設キャリアアップシステムに登録している。

建設キャリアアップシステムの登録がない。

公告日時点で、自社所有又は長期リースにより建設機械を保
有している。

建設機械を保有していない。

建設機械の保有状況
（※５）

地域の安心・安全への
貢献の実績
(※４）

必須評価項目

評価項目 配点 得点

2.0

0.0

2.0

0.0

①、②、③のすべてを満た
している。

2.0

①、②、③のうち、１つま
たは２つを満たしている。

1.0

１つも満たしていない。 0.0

2.0

1.0

0.0

2.0

1.0

0.0

　　　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動をいう。
　　　　　　「協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加盟し、災害時協
　　　　　　力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

※６　当該年度に公告した総合評価方式の適用工事（全ての型式を対象）の受注件数を評価する。特定Ｊ
　　　Ｖとして参加した場合についても１件として扱うこととする。

　　　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にというこ
　　　　　　とを指す。

③　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

若手技術者の雇用
状況（※１）

/ 2.0

次世代育成支援 / 2.0

評価基準

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項若しくは第４項に基づく一般
事業主行動計画の届出がある。又は、同法第１５条の２の規定による認
定を受けている。

法第１２条第１項若しくは第４項の届出がない。かつ、法第１５条の２
の規定による認定を受けていない。

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれかの資格を
保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ月以上雇用している。

上記の技術者を雇用していない。

※２　『過去１年間以内に「４週８休相当」以上を確保している』とは、『さいたま市週休２日ステップ
　　　アップ試行工事』又は『さいたま市週休２日確保モデル工事』を実施し、当該工事において提出さ
　　　れた「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事実施証明書」に示す休日取得状況が「４週８休
　　　相当」であり、完成検査日が公告日時点で過去１年以内であることを指す。

※３　建設機械の保有状況における評価は、公告日時点で有効な「経営規模等評価結果通知書」に記載さ
　　　れている「建設機械の保有状況」の有無を評価する。

※４　建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）事業者情報新規登録完了時（または事業者ＩＤ確認問い
　　　合わせ時）に送付される、事業者ＩＤの確認できる資料の有無を評価する。

※５　（１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

/ 2.0
週休２日確保・
建設機械保有・
ＣＣＵＳ登録状況

①過去１年間以内に「４週８休相当」以上
を確保（※２）している。

②公告日時点で、自社所有又は長期リース
により建設機械を保有（※３）している。

③公告日時点で、建設キャリアアップシス
テムに登録（※４）している。

※１　当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検定に合格した
　　　者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。

手持ち工事量
（業種別）
（※６）

/ 2.0

◎　　特定ＪＶとしての参加の場合、「手持ち工事量（業種別）」においては、いずれかの構成員が該当
　　　する場合を対象とするが、それ以外の評価項目では、全ての構成員がその評価基準を満たした場合
　　　に加点評価する。

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定に基づく本
市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約に基づく本
市からの要請、指示等による活動。

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災害時協力活
動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性のある災害時
協力活動の実績がある。

実績等がない。

当該年度におけるさいたま市発注の総合評価方式を適用する工事の受注
件数が無い

受注件数が１件

受注件数が２件以上

地域の安心・安全へ
の貢献の実績
(※５）

/ 2.0
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※６　当該年度に公告された総合評価方式の適用工事（全ての型式を対象）の契約件数を
　　　評価する。特定ＪＶとして参加した場合についても１件として扱うこととする。

　　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にと
　　　　　いうことを指す。

※２　週休２日確保の状況については、完成検査日が公告日時点で過去１年以内となっている『
      さいたま市週休２日制適用工事実施証明書』の達成状況で確認する。

※５　建設機械の保有状況における評価は、公告日時点で有効な「経営規模等評価結果通知書」
　　　に記載されている「建設機械の保有状況」の有無を評価する。

　◎　特定ＪＶとしての参加の場合、「手持ち工事量（業種別）」においては、いずれかの構成
　　　員が該当する場合を対象とするが、それ以外の評価項目では、全ての構成員がその評価基
　　　準を満たした場合に評価する。

※４（１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

　　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動
　　　　　をいう。協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加盟
　　　　　し、災害時協力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

※１　当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検定に
　　　合格した者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。

※３　建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）事業者情報新規登録完了時（または事業者ＩＤ
　　　確認問い合わせ時）に送付される、事業者ＩＤの確認できる資料の有無を評価する。
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必須評価項目
評価項目 評価基準 配点 得点

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．５％に
１％を加えた率で障害者を雇用している。又は、法定雇用義
務はないが障害者を雇用している。

2.0

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．５％を満
たす障害者を雇用している。

1.0

法定雇用率を満たしていない。又は、雇用していない。 0.0

くるみん及びプラチナくるみんの認定若しくは埼玉県多様な
働き方実践企業の認定を受けている。

2.0

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項に基づく一般事業
主行動計画の届出がある。

1.0

法第１２条第１項に基づく届出がない。 0.0

選択評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれ
かの資格を保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ
月以上雇用している。

1.0

上記の技術者を雇用していない。 0.0

公告日時点で建設キャリアアップシステムに登録している。 1.0

建設キャリアアップシステムの登録がない。 0.0

本店の所在地が市内である。 2.0

本店の所在地が市内でない。 0.0

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

2.0

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災
害時協力活動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性の
ある災害時協力活動の実績がある。

1.0

実績等がない。 0.0

過去２年度間にさいたま市が関連する公共施設管理に関する
ボランティア活動を行った実績がある。

2.0

実績がない。 0.0

ＣＣＵＳの活用状況
（※３）

/ 1.0

地理的条件
（※４）

/ 2.0

④　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

/ 2.0

次世代育成支援

労働福祉の状況
（※１）

　◎　特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に評価する。

/ 2.0

若手技術者の雇用状況
（※２）

/ 1.0

/ 2.0

/ 2.0

ボランティア活動の実
績

地域の安心・安全への
貢献の実績
（※５）
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必須評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．３％に１％
を加えた率で障害者を雇用している。又は、法定雇用義務はな
いが障害者を雇用している。

2.0

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．３％を満た
す障害者を雇用している。

1.0

法定雇用率を満たしていない。又は、雇用していない。 0.0

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項若しくは第４項に基
づく一般事業主行動計画の届出がある。又は、同法第１５条の
２の規定による認定を受けている。

2.0

法第１２条第１項若しくは第４項の届出がない。かつ、法第１
５条の２の規定による認定を受けていない。

0.0

選択評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれか
の資格を保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ月以
上雇用している。

1.0

上記の技術者を雇用していない。 0.0

本店の所在地が市内である。 2.0

本店の所在地が市内でない。 0.0

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定に
基づく本市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約に
基づく本市からの要請、指示等による活動。

2.0

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災害
時協力活動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性のあ
る災害時協力活動の実績がある。

1.0

実績等がない。 0.0

過去２年度間にさいたま市が関連する公共施設管理に関するボ
ランティア活動を行った実績がある。

2.0

実績がない。 0.0

④　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

/ 2.0

次世代育成支援

労働福祉の状況

※２ 入札参加者条件を、市内本店以外も可能とした場合を対象とする。

◎   特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に加点評価する。

◎　 特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に加点評価する。

/ 2.0

若手技術者の雇用状
況
(※１)

/ 1.0

/ 2.0

　　 （２）当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検
　　　　　 定に合格した者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。

/ 2.0

ボランティア活動の
実績

地域の安心・安全へ
の貢献の実績
(※３）

地理的条件
(※２)

/ 2.0

※３ （１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

　 　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動を
　　　　　 いう。「協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加盟し、
 　　　　　災害時協力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

　 　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にとい
　　　　　 うことを指す。

※１ （１）主に、入札参加者条件を、市内本店とした場合を対象とする。
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※３　建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）事業者情報新規登録完了時（または事業者ＩＤ
　　　確認問い合わせ時）に送付される、事業者ＩＤの確認できる資料の有無を評価する。

※２（１）主に、入札参加者条件を、市内本店とした場合を対象とする。

※１「障害者の雇用の促進等に関する法律」による民間の法定雇用率
　　　令和８年６月まで２．５％。令和８年７月以降は２．７％に入れ替えて読込むものとする。

※５（１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

　　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動
　　　　　をいう。「協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加
　　　　　盟し、災害時協力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

　　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にと
　　　　　いうことを指す。

※４　入札参加者条件を、市内本店以外も可能とした場合を対象とする。

　◎  特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に評価する。

　　（２）当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検
　　　　　定に合格した者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。
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必須評価項目
評価項目 評価基準 配点 得点

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．５％に
１％を加えた率で障害者を雇用している。又は、法定雇用義
務はないが障害者を雇用している。

2.0

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２．５％を満
たす障害者を雇用している。

1.0

法定雇用率を満たしていない。又は、雇用していない。 0.0

くるみん及びプラチナくるみんの認定若しくは埼玉県多様な
働き方実践企業の認定を受けている。

2.0

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項に基づく一般事業
主行動計画の届出がある。

1.0

法第１２条第１項に基づく届出がない。 0.0

選択評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれ
かの資格を保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ
月以上雇用している。

1.0

上記の技術者を雇用していない。 0.0

公告日時点で建設キャリアアップシステムに登録している。 1.0

建設キャリアアップシステムの登録がない。 0.0

本店の所在地が市内である。 2.0

本店の所在地が市内でない。 0.0

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約
に基づく本市からの要請、指示等による活動。

2.0

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災
害時協力活動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性の
ある災害時協力活動の実績がある。

1.0

実績等がない。 0.0

過去２年度間にさいたま市が関連する公共施設管理に関する
ボランティア活動を行った実績がある。

2.0

実績がない。 0.0

地理的条件
（※４）

/ 2.0

若手技術者の雇用状況
（※２）

ＣＣＵＳの活用状況
（※３）

/ 1.0

③　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

/ 2.0
労働福祉の状況
（※１）

/ 2.0次世代育成支援

　◎　特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に評価する。

地域の安心・安全への
貢献の実績
（※５）

ボランティア活動の実
績

/ 2.0

/ 2.0

/ 1.0

35

必須評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

法定雇用率を満たしていない。又は、雇用していない。 0.0

選択評価項目

評価項目 評価基準 配点 得点

公告日時点で、１級国家資格、１級建築士、技術士のいずれか
の資格を保有している、４０歳未満の若手技術者を、３ヶ月以
上雇用している。

1.0

上記の技術者を雇用していない。 0.0

本店の所在地が市内である。 2.0

本店の所在地が市内でない。 0.0

実績等がない。 0.0

実績がない。 0.0

　　 （２）当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検定に
     　　  合格した者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。

※１ （１）主に、入札参加者条件を、市内本店とした場合を対象とする。

2.0

1.0

地理的条件
(※２)

◎　 特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に加点評価する。

◎   特定ＪＶとしての参加の場合、構成員全てがその評価基準を満たした場合に加点評価する。

次世代育成支援

③　企業の社会性や地域で安心・安全な工事を実施する能力

障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２.３％に１％を
加えた率で障害者を雇用している。又は、法定雇用義務はない
が障害者を雇用している。

2.0

/ 2.0
障害者の雇用促進等に関する法律の法定雇用率２.３％を満たす
障害者を雇用している。

1.0

労働福祉の状況

次世代育成支援対策推進法第１２条第１項若しくは第４項に基
づく一般事業主行動計画の届出がある。又は、同法第１５条の
２の規定による認定を受けている。

2.0

/ 2.0

法第１２条第１項若しくは第４項の届出がない。かつ、法第１
５条の２の規定による認定を受けていない。

0.0

　 　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にとい
　　　　　 うことを指す。

　 　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動を
　　　　　 いう。「協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加盟し、
 　　　　　災害時協力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

地域の安心・安全
への貢献の実績
(※３）

ボランティア活動
の実績

過去２年度間にさいたま市が関連する公共施設管理に関するボ
ランティア活動を行った実績がある。

2.0
/ 2.0

/ 2.0

過去５年間に次の①、②のいずれかの実績がある。

①さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する協定に
基づく本市からの要請、指示等による活動。

②さいたま市との間に締結した災害時協力活動に関する契約に
基づく本市からの要請、指示等による活動。

次の①、②のいずれかを満たしている。

①さいたま市との間に、災害時協力活動に関する協定又は災害
時協力活動に関する契約を締結している。

②過去５年間に、さいたま市内で自主的に行った、公共性のあ
る災害時協力活動の実績がある。

/ 1.0

※２ 入札参加者条件を、市内本店以外も可能とした場合。
※３ （１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

/ 2.0

若手技術者の雇用
状況
(※１)
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　　（２）「災害時協力活動」とは、地震、風水害、雪害等の災害時における応急復旧等の活動
　　　　　をいう。「協定」又は「契約」は団体で締結しているものであっても、その団体に加
　　　　　盟し、災害時協力活動に協力することとなっている場合は評価の対象とする。

※２（１）主に、入札参加者条件を、市内本店とした場合を対象とする。

※４　入札参加者条件を、市内本店以外も可能とした場合を対象とする。

※５（１）主に、土木工事（水道工事を含む。）を対象とする。

※３　建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）事業者情報新規登録完了時（または事業者ＩＤ
　　　確認問い合わせ時）に送付される、事業者ＩＤの確認できる資料の有無を評価する。

　　（３）「さいたま市との間に」とは、さいたま市市長部局、水道局又はその両方との間にと
　　　　　いうことを指す。

※１「障害者の雇用の促進等に関する法律」による民間の法定雇用率
　　　令和８年６月まで２．５％。令和８年７月以降は２．７％に入れ替えて読込むものとする。

　　（２）当該工事に関連する資格に限る。また、１級国家資格者（建設業法による１級技術検
　　　　　定に合格した者）及び技術士の資格は、該当する種目や部門に限る。

　◎　特定ＪＶとしての参加の場合、全ての構成員がその評価基準を満たした場合に評価する。
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７ 評価内容の担保 

 

 総合評価方式による落札者の決定は、提出された技術資料に基づいて価格

以外の要素を評価しているため、その技術提案の履行の確保が契約事項とな

る。ただし、提案内容として適切でないと認めた項目については、この限り

でない。 

契約後は、次のことに十分注意して履行の確認等をすること。 

① 契約後に該当する施工計画等で、確認の方法や頻度等を受発注者間で

合意しておくこと。 

② 契約当初と条件の変更等発生した場合は、受発注者間で書面により記

録すること。 

履行の確認において、技術提案どおりの履行がなされていない場合は、再

度施工が可能な場合は、再度施工を原則とする。 

受注者の責めによらない現場条件の変更等は、履行がなされていないと判

断しない。 

簡易型で、施工計画の適切性として提出した簡易な施工計画どおりに施工

できていない場合は、工事成績評定において減点を行う。 

なお、技術提案型で提出した、技術提案や技術提案を実現するための施工

計画どおりに施工できない場合は、工事成績評定において減点を行うととも

に、違約金の徴収をすることができるものとする。 

また、配置予定技術者、若手技術者の配置、市内下請、材料調達について、

技術資料の通りに履行できていない場合は、工事成績評定において減点を行

う。 

このほか、各総合評価方式において、技術資料の内容に虚偽記載など明ら

かに悪質な行為があった場合は、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停

止要綱に基づく入札参加停止措置を行うとともに、違約金を徴収することが

できる。 

工事成績評定の減点及び違約金の徴収に際しては、審査委員会にて審査し、

現場の条件や受注者の取組み状況等を考慮して判断する。 

※ 減点及び違約金の算出方法等を次ページに示す。 
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７ 評価内容の担保 

 

 総合評価方式による落札者の決定は、提出された技術資料に基づいて価格

以外の要素を評価しているため、その技術提案の履行の確保が契約事項とな

る。ただし、提案内容として適切でないと認めた項目については、この限り

でない。 

契約後は、次のことに十分注意して履行の確認等をすること。 

① 契約後に該当する施工計画等で、確認の方法や頻度等を受発注者間で

合意しておくこと。 

② 契約当初と条件の変更等発生した場合は、受発注者間で書面により記

録すること。 

履行の確認において、技術提案どおりの履行がなされていない場合は、再

度施工が可能な場合は、再度施工を原則とする。 

受注者の責めによらない現場条件の変更等は、履行がなされていないと判

断しない。 

簡易型で、施工計画の適切性として提出した簡易な施工計画どおりに施工

できていない場合は、工事成績評定において減点を行う。 

なお、技術提案型で提出した、技術提案や技術提案を実現するための施工

計画どおりに施工できない場合は、工事成績評定において減点を行うととも

に、違約金の徴収をすることができるものとする。 

また、若手技術者の配置、市内下請け、材料調達について、技術資料の通

りに履行できていない場合は、工事成績評定において減点を行う。 

このほか、各総合評価方式において、技術資料の内容に虚偽記載など明ら

かに悪質な行為があった場合は、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停

止要綱に基づく入札参加停止措置を行うとともに、違約金を徴収することが

できる。 

工事成績評定の減点及び違約金の徴収に際しては、審査委員会にて審査し、

現場の条件や受注者の取組み状況等を考慮して判断する。 

※ 減点及び違約金の算出方法等を次ページに示す。 
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８ その他の留意事項 

 

（１）中立かつ公正な審査・評価の確保 

 

①  学識経験者の意見聴取 

総合評価方式の適用にあたっては、中立かつ公正な審査・評価を行

うため、総合評価方式によって落札者決定基準（評価項目、評価基準

等）を定める又は改めようとするとき、あらかじめ２名以上の学識経

験者の意見聴取を行う。 

また、「落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要がある」と

の意見が述べられた場合は、当該落札者を決定しようとするときに、

あらかじめ２名以上の学識経験者の意見聴取を行う。 

なお、特別簡易型を適用して工事を発注する場合においては、原則

としてガイドラインに定めた評価項目及び評価基準を用いて落札者

を決定することとし、工事個別での意見聴取は省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

【地方自治法施行令 第１６７条の１０の２】 

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総

務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者（次項に

おいて「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せ

て、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改め

て意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意

見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定し

ようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 

【地方自治法施行規則 第１２条の４】 

  普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第４

項及び第５項（これらの規定を同令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、２人以

上の学識経験を有するものの意見を聴かなければならない。 
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８ その他の留意事項 

 

（１）中立かつ公正な審査・評価の確保 

 

①  学識経験者の意見聴取 

総合評価方式の適用にあたっては、中立かつ公正な審査・評価を行

うため、総合評価方式によって落札者決定基準を定めようとするとき、 

あらかじめ２名以上の学識経験者の意見聴取を行う。その際、「落札

者を決定するときに改めて意見を聴く必要がある」との意見が述べら

れた場合は、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ２名

以上の学識経験者の意見聴取を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）技術提案に関する機密の保持 

 技術提案自体が提案者の知的財産であることから、提案内容に関する

事項が他者に知られることのないようにすること。ただし、さいたま市

情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号）等関連規程に基づ

き、必要に応じて公開することがある。 

提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないよ

うにすること等、その取扱いに留意すること。 

（参考） 

【地方自治法施行令 第１６７条の１０の２】 

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総

務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者（次項に

おいて「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せ

て、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改め

て意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意

見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定し

ようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 

【地方自治法施行規則 第１２条の４】 

  普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第４

項及び第５項（これらの規定を同令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、２人以

上の学識経験を有するものの意見を聴かなければならない。 

41


